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『蚕繭共済』は蚕の病気、虫害および鳥害、ならびに桑葉のひょう害、凍霜害等
および病害等の不慮の災害等による損失を補てんできる制度です。また、青色申
告を実施している方は、価格低下を始めとする、ほとんどのリスクを補てんでき
る『収入保険』に加入できます。安心・安全な経営のため、『蚕繭共済』または
『収入保険』への加入をおすすめします。

左の蚕期ごとに
0.25箱以上掃立する
農家が加入できます。

注）加入にあたっては、飼育予定の全ての蚕期及び蚕期ごとに
　　使用を予定している桑園全てを加入していただきます。

病　害 虫・鳥害 風 水 害 火　災

病害、虫・鳥害、風水害、火災および地震、噴火、獣害が対象となります。

ひょう害 凍 霜 害 病   害 虫　害

ひょう害、凍霜害、病害、虫害、風水害、干害、冷害等気象上の原因による災害および

火災、獣害が対象となります。

　※桑葉に災害を受けても収繭量が減少しない場合、対象外となります。

　※収繭は、繭を蔟から取り外し、毛羽取りおよび選繭するまでです。

　蚕期ごとに使用する桑の発芽期から収繭するまでです。

加入できるのは？

補償期間はどれくらい？

～農業保険への加入をおすすめします～

どんな災害が対象になるの？
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　共済金額（補償額）は、選択した１kg当たり共済金額と補償割合に応じて
　計算されます。
　１kg当たり共済金額と補償割合は蚕期ごとに選択できます。

　◆１kg当たり共済金額・・・農家手取り価格などを基に、農林水産大臣が定めた金額です。
　　　　　　　　　　　　　　種繭 ・ 糸繭ともに５つの１kg当たり共済金額より選択できます。
　◆補償割合・・・８割 ・ ７割 ・ ６割より選択できます。
　◆基準収繭量・・・過去一定年間の１箱当たり収繭量に基づいた収繭量です。

　例）基準収繭量１００㎏で、１㎏当たり共済金額２，５８０円および
補償割合８割を選択した場合

1㎏当たり共済金額 引 受 収 量
２０６，４００円　　＝　　２，５８０円　　×　　　8０㎏

引 受 収 量 基準収繭量 補 償 割 合
            8０㎏　     　＝　　　 １００㎏　　　×　　　8割

　共済掛金は、掛金総額の半額を国が負担します。
　なお、掛金率は加入者ごとに過去の損害率を基に設定します。

　一蚕期当たり、基準収繭量１００㎏ の平均的な農家負担共済掛金の目安は、
　約４３３円です。

　　　  　　　＝　１ｋｇ当たり共済金額　×　引受収量

　　              ＝　 基準収繭量　×　補償割合

　　　　　＝　共済金額（補償額）　×　掛金率

　　　　　＝　掛金総額  ×  ５０％

　　　　　＝　掛 金 総 額  －  国 庫 負 担 掛 金

（ 補 償 額 ）
共  済  金  額

掛金はどれくらい？

掛 金 総 額

どれくらい補償してくれるの？

国庫負担共済掛金

共済金額（補償額）

引 受 収 量

農家負担共済掛金
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○損害評価は、「桑園被害調査」、「蚕児調査」、「上蔟期調査」、「出荷量調査」を行います。
○共済事故の確認および各調査が行えない場合や、出荷後の被害申告は共済事故の対象とすること
  ができません。

　蚕繭共済の被害では、蚕が毒性のある薬剤が付着した桑葉を食べたことによる
中毒症状の事故が増えています。
　周辺住民の方に使用する桑園と給桑期間を知らせるとともに、桑園周辺で農薬
散布をする際は、事前に散布時期を連絡していただき飛散防止に配慮するよう
周知をお願いします。蚕の異変が生じたときは必ず連絡してください。

　共済事故により、共済金支払が開始される損害割合以上の減収量に対し共済金を
　支払います。

　※基準収繭量の２割～４割とは、選択した補償割合により異なります。
　　補償割合を８割選択した場合は基準収繭量の２割、補償割合を７割選択した場合は基準収繭量の
　　３割、補償割合を６割選択した場合は基準収繭量の４割となります。

　◆共済金は蚕期ごとに算出します。
　◆飼育管理状況等を調査した結果、共済金を減額することがあります。（分割評価）

　例）基準収繭量１００㎏、出荷数量５０㎏で、１㎏当たり共済金額２，５８０円
　　　および補償割合８割を選択した場合

1㎏当たり共済金額
７７，４００円　　＝　　２，５８０円　　×　　　３０㎏

共済減収量
３０㎏　　＝　　１００㎏　　－　　５０㎏　　－　　２０㎏

基準収繭量 出荷数量 基準収繭量の２割

共済減収量共済金

　ＮＯＳＡＩへ連絡してください。農家の被害申告に基づき、損害評価を行います。

　　＝　1kg当たり共済金額　×　共済減収量

　　＝　基準収繭量－出荷数量－基準収繭量の2割～4割 ※

共済金の計算は？

共 済 金

桑園周辺の農薬散布にご注意ください！

被害が発生したら？

共済減収量
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　通常行う飼育管理等を怠った場合、分割評価事項に基づき、共済事故の原因
　による減収量から、この部分の減収量を差し引いて共済金を支払います。

○分割評価に該当する事項

１．通常すべき飼育管理等を怠った場合
①温度・湿度・換気状況（気流）等が適切になされていない。
②環境浄化・飼育中の防疫（病原拡散防止）等が適切に行われていない。
③桑の栽培管理（仕立法・収穫状況・施肥状況・除草状況等）が、適切に行われていない。

２．共済責任期間外の災害による減収量が含まれている場合
①桑の発芽期前の被害や収繭後の被害は共済事故として取り扱いません。

３．飼育途中で棄蚕した場合
①蚕児の病害等により、自己判断で棄蚕した。
　※ただし、関係機関の指導に基づき、棄蚕した場合はこの限りではありません。
　※棄蚕する前に必ずＮＯＳＡＩへ連絡してください。

４．損害の発生通知を怠った場合

５．その他、上記の項目以外について分割評価が必要となった場合

　ＮＯＳＡＩでは加入者の被害未然防止を目的に、薬剤等の配付を行っています。

分割評価とは？

損害防止事業
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